
議案第６６号

渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を

次のように制定する。

令和８年６月１１日提出

渋川市長 星 名 建 市

渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業施行規程を廃止す

る条例

渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業施行規程（平成１８年渋川

市条例第２１６号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）

２ 渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

平成１８年渋川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号

から第１４号までを２号ずつ繰り上げる。

別表の３の表中土地区画整理審議会委員の項及び土地区画整理事業評価

員の項を削る。

理 由

渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業が終了したため、条例を廃

止しようとするものである。



渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業施行規程を廃止する条例（案）新旧対照表
渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年渋川市条例第４４号）の一部改正

（附則第２項関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（重複給与の禁止） （重複給与の禁止）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、議会の議員が次に掲げる特別職の職員を兼ね ２ 前項の規定にかかわらず、議会の議員が次に掲げる特別職の職員を兼ね

るときは、その特別職の職員として受けるべき報酬を支給する。 るときは、その特別職の職員として受けるべき報酬を支給する。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（６） 土地区画整理審議会の委員

（７） 土地区画整理事業の評価員

（６） （略） （８） （略）

（７） （略） （９） （略）

（８） （略） （１０） （略）

（９） （略） （１１） （略）

（１０） （略） （１２） （略）

（１１） （略） （１３） （略）

（１２） （略） （１４） （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１・２ （略） １・２ （略）

３ 日額報酬 ３ 日額報酬

（単位：円） （単位：円）

区分 報酬額 区分 報酬額

固定資産評価審査委員会委員 ６，８００ 固定資産評価審査委員会委員 ６，８００

（略） （略）

都市計画審議会委員 ６，１００ 都市計画審議会委員 ６，１００

奨学金貸与審査会委員 ６，１００ 土地区画整理審議会委員 ６，１００

土地区画整理事業評価員 ６，１００

（略） 奨学金貸与審査会委員 ６，１００

（略）
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４ （略） ４ （略）
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